
第６７回（令和７年度第１回）契約監視委員会 議事概要 

契約監視委員会事務局 

１．日時 

令和７年６月４日（水）１４：００～１６：３０ 

２．場所 

航空会館ビジネスフォーラム ７階 ７０１／７０２号室 

３．出席者 

委員長 石田 惠美  弁護士／公認会計士 

委員  野村 修也  中央大学法科大学院 教授／弁護士 

委員  山本 泉   元会計検査院第２局長 

委員  小島 吉晴  弁護士 

委員  熊谷 匡史  日本原子力研究開発機構 監事 

委員  関口 美奈 日本原子力研究開発機構 監事 

説明者 上田 光幸 日本原子力研究開発機構 理事 

（事務局）松本 尚也  日本原子力研究開発機構 財務契約部長 

 近藤 亮平  日本原子力研究開発機構 財務契約部次長 

 小橋 厚司  日本原子力研究開発機構 財務契約部次長 

 田端 理美子 日本原子力研究開発機構 企画調整課長 

 篠田 典幸  日本原子力研究開発機構 監査室長 

 片岡 史成  日本原子力研究開発機構 監査室主幹 

オブザーバー 有木 勝彦  内閣官房  行政改革推進本部事務局 参事官補佐 

生方 寛昭     文部科学省 研究開発局原子力課   課長補佐 

荻原 拓永     文部科学省 研究開発局原子力課 総括係 

４．議事概要 

(1)説明及び主な質疑

① 前回議事概要について

前回議事概要案は、原案どおり了承された。

② 前回委員会以降の状況について

事務局から現時点における契約等の改善に関する取り組み、第５８～６６回委員会の個別契約案件審

議におけるご意見・対応状況等について説明し、審議の結果了承された。

③ 調達等合理化計画について

事務局から令和６年度の評価結果及び令和７年度の計画について説明し、審議の結果了承された。

④ 個別契約案件審議

令和６年９月～令和６年１２月の契約事案の審査対象リストから各委員が抽出した６件について、

以下のとおり審議が行われた。



○敦賀事業本部事務所等除雪作業・ふげん構内除雪作業（A-1）小島委員

当日の議論内容 

委員 ・ 昼夜問わず 10 センチ以上積雪があった場合に早急に除雪作業を行う必要があるため、機材

や人員確保の観点から受注者が限定され一般競争入札にはなじまない。案件の性質を考慮

して契約方式を選定すること。

・ 一般競争入札から随意契約に移行する場合、見積書を詳細に精査し競争性、透明性の確保

に努めること。

JAEA ・ 少額随意契約基準額を超える案件は原則一般競争入札であるが、ご意見を踏まえて検討し

たい。

○大型機器類の密閉梱包の技術開発（A-2）関口委員

当日の議論内容 

委員 ・ プロジェクト自体が複数年にわたる案件については、単年度ごとに発注すると契約不調等

のリスクが発生し事業の進捗に影響を及ぼす可能性があるため、同一業者による継続的な

契約が望ましいといえる。案件の性質を考慮した契約の形態を検討いただきたい。

JAEA ・ 基本契約を締結した上で金額は各年度に交渉、決定する等の方策を検討したい。

○１次冷却設備ヘリウム循環機回転数制御装置等に係る点検・整備作業（A-3）石田委員長

当日の議論内容 

委員 ・ 本件のように応札業者が限定される設備点検作業等は機構内に複数あり、価格の合理性を担

保する必要がある案件である。価格交渉のノウハウや交渉材料を部内で共有し、交渉力の強

化に努めること。

JAEA ・ 交渉力の更なる強化に向けて、価格交渉のノウハウや交渉材料の共有について、積極的に検

討したい。

○海底土の分級作業（B-1）山本委員

当日の議論内容 

委員 ・ 業者から取得した参考見積額に大きな乖離がある場合、いずれかの業者が仕様書の内容を正

しく理解していない可能性を考慮すべきである。本件においては仕様書の理解不足による金

額の乖離でないことが確認できたが、業者から取得した参考見積書を詳細に精査すべきであ

る。

・ 業者が仕様書の内容を正しく理解できるよう、入札説明会あるいは質問回答等で詳細に説明

すること。

JAEA ・ 参考見積額に大きな乖離が発生しないよう、業者が理解しやすく明確な仕様書となるよう取

り組んでいきたい。

○グローブボックス用グローブ及び取付用付属品の購入（B-2）熊谷委員

当日の議論内容 

委員 ・ 機構内の複数の部署で毎年購入する備品であるため、一括契約や単価契約を検討すべきであ

る。

・ 実質的に代替品がないため、競争しうる業者がほとんどいない状態である。確認公募への移

行を検討すべきである。

JAEA ・ 部署によって仕様が異なるところはあるが、一括調達の可能性を検討したい。

○新型キャスクを用いた輸送作業検討業務（B-3）野村委員

当日の議論内容 

委員 ・ 価格交渉において、過去の契約実績や割引率を確認したうえで、目標金額を明確に設定して

交渉に臨んだことは良好事例といえる。他の随意契約の案件についても同様に取り組むべき

である。



JAEA ・ 過去の契約実績を分析し目標とする契約金額を設定することで、合理的に説明可能な契約交

渉を行っている。

・ 他の随意契約の案件についても同様に取り組んでいきたい。

（2）その他

次回委員会は、日程調整の上、令和７年９月頃に開催することとなった。 

以 上 



従来の取組 自民党行革本部PT報告書を踏まえた改善方策 分科会の提案を踏まえた改善方策 措置状況

予定価格 ○市場価格調査に資するため研究開発法人の購入機器価格
をデータベース化のうえ共有（H24.2～）

○「精算条項特約付き契約」を導入し、履行完了後に原価を確
認し精算を実施（H23.7～）

○落札率100％等の高落札率を回避するための
予定価格設定方法の見直し（H28.2～）

○随意契約等、一者により毎年繰り返される契約案件につい
て、履行実績確認が有効に働く仕組みを構築（H28年度中に
措置）

○データベース化
・人件費について、労務費単価調査を実施し、常駐役務契約
の予定価格積算に反映（ただちに措置）
・物件費について、データベース化の更なる充実（ただちに措
置）

○応札者を拡大するための改善
・過去の契約案件を分類整理（購入、製作、役務等）し、応

札者実績リストを作成のうえ周知（28.8中に措置）
・上記リストを契約請求箇所における見積徴取の参考とし、

予算精度を向上させる（28.8中に措置）

○履行実績確認の仕組みの構築と確認
・施設維持管理費削減のため、常駐役務契約等の業務内容等の点検と一斉見直し実施済（H28.10～12）
実施結果についてとりまとめ報告

○データベース化
・常駐役務労務費単価設定（H29.2）
・他法人の購入機器価格のデータ蓄積を継続実施

○応札者を拡大するための改善
・3年分の応札者実績リストを作成し、請求箇所が活用できるよう周知（H28.8～）

入札手続

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

項目

契
約
手
続
関
連

○電子入札制度
・本部の政府調達協定対象案件を対象（H24.1～）
・本部の随意契約基準額超の一般競争入札案件を対象

（H25.1～）
・全事業所の政府調達協定対象案件を対象（H25.7～）
・全事業所の随意契約基準額超の一般競争入札案件を対象
（H26.1～）

○原子力施設の工事契約のみに地域要件を設定

○公告等期間の十分な確保（Ｈ22.1～）
・原則10日以上を14日以上
・総合評価落札方式及び企画競争は原則20日以上

○競争入札に参加可能な業者が一者に限られるような過度な
仕様条件を禁止（Ｈ22.1～）

○分かりやすい仕様書作成に関する注意喚起（H24.11）

○複数年契約に関し、落札日から業務履行開始日まで約3週
間の準備期間を設定（Ｈ22.1～）

○契約改善の一環として公共サービス改革（市場化テスト）に
よる契約を実施（H24.４～）

○工事契約における地域要件
・平成28年8月の入札公告から原則撤廃（H28.8～）

○企業アンケートを実施
・応札しなかった企業へのアンケート調査開始（H28.6.30）
・平成28年12月末までのアンケート結果集計
・平成28年度集計結果及びそれを踏まえた改善方策をホームページへ公表(H29.6.20)
・平成31年3月末までのアンケート結果集計
・平成29,30年度集計結果及びそれを踏まえた改善方策をホームページへ公表(R元.8.20)
・令和元年3月末までのアンケート結果集計

令和元年度集計結果等をホームページへ公表（R2.4.30）
・令和2年3月末までのアンケート結果集計

令和2年度集計結果等をホームページへ公表（R3.4末）
・来年度以降も継続実施（令和3年度において、新規参入阻害要因の解消・軽減及び更なる競争性の向上に向けたアン
ケート設問の改善を実施、さらに企業側のアンケート回答における負担軽減策の検討を開始（R3.11〜R4.3））
・令和4年3月末までのアンケート結果集計

令和3年度集計結果等をホームページへ公表（R4.4末）
・令和5年3月末までのアンケート結果集計

令和4年度集計結果等をホームページへ公表（R5.4末）
・令和6年3月末までのアンケート結果集計

令和5年度集計結果等をホームページへ公表（R6.5末）
・令和7年3月末までのアンケート結果集計
　令和6年度集計結果等をホームページへ公表（R7.5.16）

〇企業アンケートの見直し
・新たな設問によりアンケートを実施（R4.5～）

●入札条件等点検表
・入札条件・仕様書点検表の改訂・周知（H28.7.29）

○電子入札制度の拡充
・業務請負契約を対象（H28.1～）

○複数者より参考見積を徴取することを注意喚起
（H28.2～）

〇公告等期間の拡充
・１４日→２０日（H28.3～）

○工事契約における地域要件の撤廃又は緩和（28.8中に措
置）

○応札者を拡大するため、企業アンケートを実施し、一者応
札の要因を分析のうえ契約手続きを改善する（ただちに調査
開始）

●「入札条件等点検表」を充実させ、発注単位の点検を行う
（28.7中に措置）

○発注計画
・平成29年度計画

前年度より3ケ月早め、一般競争入札及び公募の予定案件（1,000万円以上）を平成29年5月にホームページへ公表
（件名、予定契約方式、作業期間、調達概要、入札公告予定時期、入札予定時期、納期（期間）等）
・平成30年度計画

年間役務契約等の計画を平成29年10月にホームページへ公表。物品購入等の計画を平成30年5月に公表
・平成31年度計画

年間役務契約等の計画を平成30年11月にホームページへ公表。物品購入等の計画を平成31年4月に公表
・令和2年度計画

年間役務契約等の計画を令和元年10月にホームページへ公表。物品購入等の計画を令和2年4月に公表
・令和3年度計画

年間役務契約等の計画を令和2年10月ホームページへ公表。物品購入等の計画を令和3年4月に公表
・令和4年度計画

年間役務契約等の計画を令和3年11月ホームページへ公表。物品購入等の計画を令和4年4月に公表
・令和5年度計画

年間役務契約等の計画を令和4年11月ホームページへ公表。物品購入等の計画を令和5年3月に公表
・令和6年度計画

調達予定契約（年間役務・物品購入等）を令和5年12月ホームページへ公表
・令和7年度計画
　調達予定契約（年間役務・物品購入等）を令和7年3月ホームページへ公表

・応札者拡大に向けた新たな取組の一つとして、機構の入札に参加するための手順を分かり易く解説した「JAEA入札参
入ガイド」を機構ホームページへ掲載（R元.10）
URL;https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/cp_guide/guide.pdf

●機構内各拠点への契約制度説明及びコストダウン啓蒙（H29.5～6、H30.6～7、R元.5～7）

○入札までの準備期間を確保するため、年間発注計画（翌年
度計画を含む）を策定し早期に機構HPに公表（28.8中に措
置）

○茨城県中小企業団体中央会ＨＰへの機構情報
掲載依頼（Ｈ28.3）

○業務請負契約における受注者準備期間の確保（H22.1～）

○国の競争参加者資格も有効とする競争参加者資格の拡大
（H24.4～）

○入札情報等のＨＰ掲載（H22.1～）及びメールマガジンによる
調達情報の配信（Ｈ25.10～）

入札前準
備

令和7年5月末現在

〇→「中間とりまとめ」において改善を明示的に記載された項目
●→委員会審議等において議論の中で指摘のあった改善項目

下線は前回委員会以降の追加措置



従来の取組 自民党行革本部PT報告書を踏まえた改善方策 分科会の提案を踏まえた改善方策 措置状況

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

項目

令和7年5月末現在

●複数者より参考見積を取得することの更なる徹底（28.7中
に措置）

●連続一者応札案件を分析し、随契も含めた合理的な契約
手続に改める（H28年度中に措置）

●複数者参考見積
・契約請求予算額の参考に徴取する見積書の取扱いを再周知（H28.7.13）
・参考見積書徴取に係る統一したルール「参考見積書徴取に係るガイドライン」を策定・周知（R2.11）

●連続一者応札案件を分析し、随契も含めた合理的な契約手続に改める
・平成29年度契約確定後、検討
・平成29年度は各種改善取組み（H28.7～）の成果を確認
・平成30年度から原則実施
・一般競争入札から確認公募への移行実績（H30年度）について、契約請求部署が活用できるよう周知（R元.7～）
・一般競争入札から確認公募への移行実績（R元年度）について、契約請求部署が活用できるよう周知（R2.7～）
・一般競争入札から確認公募への移行実績（R2年度）について、契約請求部署が活用できるよう周知（R3.11～）
・一般競争入札から確認公募への移行実績（R3～5年度）について、契約請求部署が活用できるよう周知（R6.5～）
・一般競争入札から確認公募への移行実績（R6年度）について、契約請求部署が活用できるよう周知（R7.5～）

審査機能 ○契約審査委員会による審査拡大
・500万円以上の随意契約全件の審査（H20.4～）
・一般競争入札の全件審査（H22.1～）

○予定価格算定審査
・5000万円以上の案件について積算書及び査定書を審査

（H17.10～）

○仕様書等に関し、「入札条件点検表」に基づく総
点検を実施（H28.2～）

○予定価格算定審査の拡充
・関係法人が応札見込の1000万円以上の案件

について積算書及び査定書を審査（H28.4～）

〇契約審査委員会に外部の人材を入れる等、契約審査を強
化するととともに、契約監視委員会で契約審査の状況を点検
（ただちに検討開始）

○競争的環境の存在の有無について請求箇所による精査及
び契約審査委員会による審査を強化（ただちに検討開始）

○外部委員の起用
・契約審査委員会の規定改正（H28.8.24）
・公募、応募者3名の面接審査（H28.9）
・外部委員（2名）委嘱（H28.10.31～H29.3.31）
・契約審査委員会・契約審査部会への外部委員参加（H28.11～）

○審査の強化
・審査基準（案）の作成（H28.9）、確定（H28.12）
・契約審査委員会・契約審査部会への外部委員の増員（R5.4～）
・契約審査役の設置（R5.4～）
・審査管理課の新設(R6.11～）

●適正な入札・契約手続を促すための取組として、「契約手続に関する指摘対策ケースブック（請求箇所編）」を策定し、
契約請求部署へ周知（R2.2）、「契約手続に関する指摘事項ケースブック（契約箇所編）」を策定し、契約担当者へ周知
（R2.10）
●「契約手続に関する指摘対策ケースブック」策定後、新たに発生した契約審査委員会、契約監視委員会、会計検査等
における指摘等の取り纏めを開始（R4.1〜）

警備契約 ○核物質防護上から特命随意契約にて実施

契約実績
の公表

○少額随意契約基準以上の契約内容の公表（Ｈ20.7～）

○関係法人との契約情報の公表（Ｈ23.7～）

契
約
手
続
関
連

●平成29年度核物質防護警備業務の再検討
・中央核物質防護委員会の下に、警備契約分科会を設置（H28.8.10）、公募要件・審査基準検討終了（H28.11）
・H28.12公募開始、
・H29.1.18応募締切（複数の応募あり）
・H29.1.19～2.24技術審査実施(複数指名候補あり)
・H29.3.30～4.10指名競争入札
・入札の結果、前回より年額で約9,170万円の低減が図られた。

●令和2年度核物質防護警備契約
・R元.9公募開始(6拠点)
・R元.10応募締切（もんじゅのみ複数応募あり）
・R元.10～11技術審査実施
・R元.12もんじゅは指名競争入札実施。それ以外の拠点は1者のみの応募により随意契約。

●令和5年度核物質防護警備契約
・R4.7.28　契約審査委員会
・R4.8.29　公募開始(6拠点)
・R4.9.28　応募締切
・R4.10.11～R4.11.11　技術審査実施
・R4.12～R5.1　人形峠は指名競争入札実施。それ以外の拠点は1者のみの応募により随意契約。

●R8年度核物質防護警備契約
検討実施予定。

○核物質防護秘密の拡散防止及び核物質防護
警備における機能維持の確保を大前提に競争性
ある契約へ移行（H28.2）

○業界団体等へ入札情報を提供のうえ当該団体
の加盟企業へ周知依頼（H28.2）

・核物質防護に係る警備業務の公募広告を業界
団体を通じて加盟企業へ周知依頼（Ｈ28.2）

●公募期間の延長や他の警備業者等、潜在的業者への働き
かけ等、更なる競争性の確保に向けて一層の努力を行う
（28.12中に措置）

〇→「中間とりまとめ」において改善を明示的に記載された項目
●→委員会審議等において議論の中で指摘のあった改善項目

下線は前回委員会以降の追加措置



従来の取組 自民党行革本部PT報告書を踏まえた改善方策 分科会の提案を踏まえた改善方策 措置状況

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

項目

令和7年5月末現在

関係法人と
の契約

〇（平成29年度末まで）
　　関係法人と、競争性のない契約（一者入札、実質的に一者
入札と同視できる関係法人のみの入札、随意契約等）は行わ
ない関係法人との契約は、
① 関係法人以外も応札しているなど、実質的な競争を経て
関係法人が契約相手に選定される場合
② 契約相手が関係法人に限られ、競争性の更なる向上に
向けた各種取組を行ってもなお競争環境が整う見込みがない
場合
に限るものとする
　原子力機構は、①及び②の該当について契約監視委員会
の審査を受けることとし、②についてはさらに確認公募を行っ
た後でなければ契約できないこととする

〇（平成30年度以降）
関係法人との契約（平成30年度以降にわたる複数年契約も
含む。）は、上記①の場合に限るものとする

〇将来的には、①の場合についても、関係法人との契約は行
わないことも検討する

○契約審査の強化に含む

〇平成30年度以降の契約については、改善方策に基づき、関係法人の状況を確認し実施（平成30年度期首より、関係
法人に該当する法人はなし）

通報窓口 ○機構内外からの各種告知制度（通報窓口は機構内）
・コンプライアンス全般
・契約に関する談合関係
・離職役職員（機構OB）からの不公正取引行為関係
・研究開発活動の不正行為関係
・セクハラ・パワハラ関係
・安全に関する提案関係

○機構内外からの通報の利便性及び秘匿性を向上するた
め、機構外に通報窓口を設置（ただちに措置）

○不公正取引行為関係の通報は、離職役職員に関わらず全
ての不公正取引行為を対象とすることに変更（ただちに措置）

〇外部通報窓口（弁護士）を設置（H28.9.1運用開始）

〇不公正取引行為報告・通報規程の改正(H28.8.30）

外部からの
情報提供

○外部からの提供情報を取り込む仕組みを導入（H24.4） ○コンプライアンス上の外部から提供情報は、通報制度に基
づき適切に対応することを徹底（通報制度の充実）（ただちに
措置）

〇通報規程の改正（H28.8.30）

再就職規
制

○役職員の再就職あっせん及び在職中の就職活動の禁止等
に関する規制を導入（H22.1）

○在職中の求職活動に対する規制を強化
（H28.4）

・関係法人の役員等に就くことを目的とした求職
活動の禁止

○採用情報の把握（H28.4～）
・機構との契約法人に対し、機構で課長相当職

以上の職経験者を採用決定した場合の報告を要
請

利害関係
者等との
接触

○職務遂行の公正さに対する国民の信頼確保のため、利害
関係者等との接触・記録・報告・公表に関するルールを制定
（H28.8中に措置）
○機構は行動指針に基づき綱紀保持に徹している点につい
て取引業者に周知徹底（H28.8中に措置）
○接触制限については、職員だけでなく役員も同様にすべき

○利害関係者との接触に係る対応を規定（Ｈ28.8.29施行)
○役員も対象とする規定に改正（Ｈ28.9.29）
〇新たに以下の対応を図り、ホームページに公表（H28.8～）
・不公正取引行為に関する外部通報窓口を設置
・不公正取引行為報告・通報規程の改正
・利害関係者との接触に係る対応を規定

関
係
法
人
関
連

通
報
制
度
関
連

〇→「中間とりまとめ」において改善を明示的に記載された項目
●→委員会審議等において議論の中で指摘のあった改善項目

下線は前回委員会以降の追加措置



令和7年5月末現在

「契約方法等の改善に関する中間とりまとめ」以降の自己評価を踏まえた改善方策と取組実績
〇
●
◎

※下線は前回委員会以降の追加措置

自己評価を踏まえた改善方策等
機構契約業務の改善に
向けた情報共有

意見交換 ○ 契約監視委員会委員と機構役員との意見交換 R3.8 以下項目について、契約監視委員会と日本原子力研究開
発機構理事長等との意見交換を実施
・原子力機構の経営方針の設定･展開
・原子力機構のガバナンス改革
・原子力機構の事業概要
・機構における契約業務

意見交換 ○ 契約監視委員会委員と契約審査委員会委員（外部）との
意見交換

R4.2 以下について、契約監視委員会と契約審査委員会との意
見交換を実施
・委員会における審査のポイント
・内部統制機能
・契約の特殊性と競争性・透明性の確保

意見交換 ◎ 企業との意見交換 R6.11 以下について、契約に係る部署との意見交換会を実施
・見積書の算定方法
・機構との契約における懸念点

競争性の更なる向上とコ
スト・業務の再検証

一者応札案件の分析 ○ 更なる競争性の確保のため、これまで一者応札となっていた契
約について契約種別毎の傾向と要因を分析

～R6.3 一者応札改善のための請求部門向け知識普及活動を実施
（下段にて別途記載）

発注の妥当性確認等 ○ 発注の妥当性確認及びコスト削減等を目的としたチェック機能
「勘定奉行機能」を構築

➢契約に係る課題全般に対する幹部同士の情報共有化 R3.11
～R3.12

R4.4～

研究開発6部門企画調整組織の長と契約部長との意見交
換を実施

研究開発部門の幹部と契約部長との意見交換
・各センターにおける契約部門への要求事項や契約

部門とのコミュニケーションの必要性について確認、
センター等との意見交換については、定期的に実
施予定

（実績）
R4.4･･･J-PARCセンター
　　　  再処理廃止措置技術開発センター
R4.6･･･人形峠環境技術センター
R4.7･･･東濃地科学センター
             研究炉加速器技術部
R4.8･･･青森研究開発センター
R4.10･･福島研究開発拠点
　　　  幌延深地層研究センター
R4.11・・プルトニウム燃料技術開発センター
　　　　もんじゅ・ふげん
※上記、意見交換時に、契約実務担当者による現場視察
も併せて実施

R5.4 研究開発部門の幹部と契約部長との意見交換
・契約知識の普及活動を順次展開することについて
報告、その他契約部への要求事項等の確認について
も継続して実施

（実績）
R5.4・・・J-PARCセンター
R5.5・・・敦賀廃止措置実証本部
　　　 東濃地科学センター
R5.6・・・青森研究開発センター
　　　 人形峠環境技術センター
　　　 幌延深地層研究センター
　　　 福島研究開発部門
　　　 核燃料サイクル工学研究所
R5.7・・・原子力科学研究所
R5.9・・・大洗研究所

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

「自己評価」を踏まえた対応方針に記載された項目
委員会での審議により追加した項目
「自己評価」を踏まえた対応方針に鑑みた新たな取り組み

項目 取組実績



「契約方法等の改善に関する中間とりまとめ」以降の自己評価を踏まえた改善方策と取組実績
〇
●
◎

※下線は前回委員会以降の追加措置

自己評価を踏まえた改善方策等

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

「自己評価」を踏まえた対応方針に記載された項目
委員会での審議により追加した項目
「自己評価」を踏まえた対応方針に鑑みた新たな取り組み

項目 取組実績
R6.4～ 組織統合（財務契約部新設）を踏まえた研究開発拠点

の幹部と契約部長との意見交換を実施
（実績）
R6.5・・・原子力科学研究所

　核燃料サイクル工学研究所
　大洗研究所

　　　 敦賀廃止措置実証部門
　　　 東濃地科学センター
R6.6・・・人形峠環境技術センター
　　　福島廃炉安全工学研究所

R6.7・・・青森研究開発センター
R6.8・・・幌延深地層研究センター

➢契約に係る競争性の確保、新規参入の可能性及びコス
ト削減効果を期待した随意契約への移行等に対する実務
担当者によるヒアリング

R3.11
～R3.12

R4.3
～R4.4

R4.11

R5.4

R5.12～

令和3年度に契約締結した継続案件及び令和4年度契約
請求計画表の中から抽出した案件を対象に契約請求ヒアリ
ングを実施（件数：57件）

令和4年度契約請求計画表の中から抽出した案件を対象
に契約請求ヒアリングを実施（件数：19件）

・契約の一本化や応札者拡大に向けた取組に対
する検討を開始

令和5年度契約請求計画表の中から抽出した案件を対象
に契約請求ヒアリングを実施（件数：56件）

令和5年度契約請求計画表の中から抽出した案件を対象
に契約請求ヒアリングを実施（件数：19件）

令和6年度契約請求案件を中心に契約請求ヒアリングを実
施
→組織改正後は、各担当が仕様の初期段階から加

わる体制が構築され、日常業務の中でヒアリングを
実施

手続きの効率化等 ○ コスト削減を目的とした現場の手続きの効率化 R7.1～ 事務手続きの合理化に向けた拠点職員との意見交換

・現場における財務・契約手続きに係る事務手続きの合理
化に向けた財務契約部への要求事項等の確認について実
施。
（実績）
R7.1・・・原子力科学研究所
　　　 核燃料サイクル工学研究所
R7.2・・・大洗研究所
　　　 人形峠環境研究センター
R7.3・・・新型転換炉原型炉ふげん

　高速増殖原型炉もんじゅ

R7.1～ コーポレート組織と現場との連携

・現場における適切な契約履行に向けた手続きに関し、財務
契約部への要求事項等について、現地で確認を実施。
（実績）
R6.11・・・大洗研究所、東濃地科学センター
R6.12・・・大洗研究所、敦賀事業本部
R7.1・・・・大洗研究所、
R7.2・・・・大洗研究所、人形峠環境研究センター
R7.3・・・・大洗研究所、東濃地科学センター、
　　　　敦賀事業本部、福島廃炉安全工学研究所、
R7.4・・・・敦賀事業本部、福島廃炉安全工学研究所



「契約方法等の改善に関する中間とりまとめ」以降の自己評価を踏まえた改善方策と取組実績
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自己評価を踏まえた改善方策等

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

「自己評価」を踏まえた対応方針に記載された項目
委員会での審議により追加した項目
「自己評価」を踏まえた対応方針に鑑みた新たな取り組み

項目 取組実績
契約知識の普及活動 ◎ 研究開発部門に対する契約知識の普及活動

（機構の調達機能向上に向け、JAEA全体で取り組む活
　動：ラージ（Large）契約部）

R5.4 研究開発部門に対し、様々な契約知識の普及活動を開始
①契約請求ガイドライン
②参考見積徴取に係るガイドライン
→一者応札改善のための応札者実績リスト等、企

業発掘に活用できる資料の周知を含む
③データベースの充実化
④契約条項ガイドブック

→1更新1章とし、計7章にわたって請求部門に知
識普及活動を社内イントラで展開

（実績）
R5.5・・・J-PARCセンター
R5.6・・・敦賀廃止措置実証本部
　　　 東濃地科学センター
　　　 青森研究開発センター
　　　 人形峠環境技術センター
　　　 幌延深地層研究センター
　　　 福島研究開発部門
R5.7・・・核燃料サイクル工学研究所
R5.8・・・システム科学計算センター
　　　 核不拡散・核セキュリティ総合支援センター
R5.9・・・原子力科学研究所
R5.12・・・大洗研究所

～R6.3

R6.7

R6.7月以降に組織改正が予定されていることから、組織改
正後に本格始動の予定

コンプライアンス遵守の徹底のため、各ガイドラインを改訂し、
再周知

切り分け検証 ○ 専門性を有しない一般的な業務を切り分けて発注する取組の
有効性を検証

R3.10

R4.5
～R4.8

R5.12

～R6.5

東海地区及び大洗地区を最重要検討拠点とし、切り分け
の実現に向けて契約担当課が精査し、対象とする案件を選
定した上で、請求部署との協働により検証作業を実施
（検証対象）
・業務請負契約のうち、一般競争全件
・スポット役務のうち、同一企業の1者応札案件
（対象案件）
・切り分け対象案件125件のうち、17件を切り分け実施

これまでの切り分け実績から、切り分けの有効性等の傾向分
析を実施

契約請求のあったR6契約について検証を行った結果、切り
分け可能な契約は0件。今後も継続してヒアリングを実施。

競争入札案件及び確認
公募案件の検証

○ 確認公募へ移行した契約の公平性、透明性の確保に向けた
取組の検討

○ 連続一者応札が継続し、一般競争入札ではコスト削減が見
込めないと判断された契約の契約方式の検証

毎月 契約審査部会にて検証を実施

○ 確認公募へ移行した契約のコスト削減効果等の検証 R4.10
　～R4.12

一般競争入札から確認公募に移行した案件のうち、契約金
額500万円以上を対象に検証作業を実施



「契約方法等の改善に関する中間とりまとめ」以降の自己評価を踏まえた改善方策と取組実績
〇
●
◎

※下線は前回委員会以降の追加措置

自己評価を踏まえた改善方策等

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

「自己評価」を踏まえた対応方針に記載された項目
委員会での審議により追加した項目
「自己評価」を踏まえた対応方針に鑑みた新たな取り組み

項目 取組実績
随意契約におけるコスト
削減

◎ 契約手続の開始時点から、協議に積極的に関与 R7.4より実施予定。
所長へ説明するとともに、現場からの契約部門への要望やコ
ミュニケーションの必要性について共有
（実績）
R6,11・・・原科研、核サ研、敦賀
R6.12・・・大洗研

旧関係法人との関係適
正化

モニタリング調査 ○ 機構OBが在籍する法人のモニタリング R3.11

R4.8

R5.8

R6.8

旧関係法人（17法人）の適正性（資本関係の有無等）
についてモニタリングを実施

旧関係法人（17法人）の適正性についてモニタリングを実
施
・機構との取引高
・機構OBの役員への再就職（親会社含む）

旧関係法人（17法人）の適正性についてモニタリングを実
施し、17法人すべてが関係法人に該当していないことを確認
・機構との取引高
・機構OBの役員への再就職（親会社含む）

旧関係法人（17法人）の適正性についてモニタリングを実
施し、17法人すべてが関係法人に該当していないことを確認
・機構との取引高
・機構OBの役員への再就職（親会社含む）

機構契約業務に係る内
部統制機能の強化

組織改正 ◎ 仕様検討に係る技術的議論へ初期段階から参画、現場と一
体となったワンスルー対応

R5.7 契約種別毎の課編成の見直し
　改正前：契約調整課

契約第1課・2課・3課
　改正後：契約調整課

事業契約第1課
事業契約第2課
プロジェクト契約課

→請求現場に駐在し、現場と一体となった
手続を実施

◎ 契約手続に係る業務の責任の明確化及び将来的な人員削
減に向けた対応

R5.10～

R6.4

R6.11.1

拠点調達機能を本部契約部に集約化するための検討を開
始
→R6.4月に福島、東濃、幌延を集約予定
→R6.7月に敦賀、大洗、青森、人形峠を集約予定

福島、東濃、幌延の集約完了

財務契約部の発足
敦賀、大洗、青森、人形峠の集約完了

R6.1

R6.7以降

契約業務と財務業務を一元化（機関決定済）
　改正前：契約部

・契約調整課
・事業契約第1課
・事業契約第2課
・プロジェクト契約課

財務部
・財務企画課
・財務課
・経理課
・管財課

　改正後：財務契約部（仮称）

決裁権限の見直しを実施予定

予算執行に関する管理機能を強化するとともに、契約を事業
推進における重要なファクトと捉え契約機能を強化する

◎



「契約方法等の改善に関する中間とりまとめ」以降の自己評価を踏まえた改善方策と取組実績
〇
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※下線は前回委員会以降の追加措置

自己評価を踏まえた改善方策等

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

「自己評価」を踏まえた対応方針に記載された項目
委員会での審議により追加した項目
「自己評価」を踏まえた対応方針に鑑みた新たな取り組み

項目 取組実績
R6.11.1 財務契約部の発足

・企画調整課（統合：旧契約調整課、旧財務企画課）
・審査管理課（新設）
・財務課
・経理課
・管財課
・事業契約第1課
・事業契約第2課
・事業契約第3課（新設）
・プロジェクト契約課

人材育成戦略 ◎ キャリアパスを含めた契約プロフェッショナルの育成 R5.2

R6.5

・契約部における「人材育成指針」の策定
･部内共通で設定した評価項目に基づき、個人毎に人
 材育成計画を設定・実行

・全契約種別の経験蓄積（OJT）
･人事部と情報共有の上、中長期的な育成期間を
  確保し、人員の配置・キャリアパスを構築

海外事業統括部主催の契約法務に係る社内研修に参加

R5.6～12

R6.2

R5.10～12

R6.7～12

外部講習を積極的に受講
（実績）
9講座20名（受講者が講師となり部内展開）
（予定）
2講座4名

資格取得の奨励
（実績）
民間3資格取得
（課長級1名2資格、主査級1名1資格）

外部講習を積極的に受講、受講者は講習内容を部内展
開
（実績）
7講座12名

ＩＴ化の推進 ◎ 契約業務全体の電子化による効率性及び利便性の向上、契
約手続におけるノウハウの共有化

R4.2

R5.8

R6.4

R7.4

R6.4

R6.8

契約業務を効率的かつ利便的に行いつつ、ペーパーレスや契
約実務のノウハウの活用と業務品質の向上を目的とした新
たなシステム導入の検討を開始
・電子決裁処理システム
・電子保存システム
・電子契約システム

研究開発法人における電子決裁処理システム及び電子保
存システムの導入状況を調査

電子契約システム運用開始
電子保存システム運用開始

新電子決裁システム運用開始予定（契約手続きの電子化
開始）

ノンコア業務のアウトソーシングが本格始動

電子契約システムの運用方法を動画（YouTube）で掲載

電子契約を行った件数はR6.7月末現在で220件（44％）

R7.7 新電子決裁運用開始（契約手続きの電子化開始）



「契約方法等の改善に関する中間とりまとめ」以降の自己評価を踏まえた改善方策と取組実績
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※下線は前回委員会以降の追加措置

自己評価を踏まえた改善方策等

原子力機構における契約等の改善に関する取り組み

「自己評価」を踏まえた対応方針に記載された項目
委員会での審議により追加した項目
「自己評価」を踏まえた対応方針に鑑みた新たな取り組み

項目 取組実績
社会情勢の影響等によ
る改善

◎

◎

◎

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の
改正に伴う検討

労務費単価の上昇に伴う取り組みの検討

予算決算及び会計令の改正に伴う検討

R7.3

R7.4

R7.4

社会情勢の影響に係る契約改善の取組
・政府調達契約における公告期間短縮

・社会一般の賃金水準との整合を図ったR7年度の労務費
単価の策定。

・少額随意契約基準額の改定



第58回以降の委員からのコメント一覧

No 指摘内容 委員 指摘回 対応完了 フォローアップ完了

1 特定企業への長期的発注 石田委員長、天野委員 第58回（R4.6.8） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

部分最適化の契約（機器の設計・製作、その後の試験・維持管理）により、設計・製作段階は安く契約し、試験・維持管理で高い契約を結ぶ構造となり、結果としてトータルコストが高
くなっていないか。また、研究開発業務を単年度で進めることは、合理性、経済性の観点で非効率であり、成果・効果を生む長期的な方法による契約で実施すべきである。

2 意図的な低入札による契約の独占を防ぐ対策 野村委員 第58回（R4.6.8） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

継続性のある契約で、詳細設計を受注した企業が自社のみ対応可能な仕様にすることで、他社の参入を妨げていないか、仕様の妥当性をチェックする仕組みを検討すること。

3 特命により契約した企業の管理 野村委員 第58回（R4.6.8） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

特命随契による安心感から緊張感が緩むことがないよう機構による受注企業の管理を徹底すること。また、不正防止の観点から、企業をローテーションさせることであらゆる面でクリー
ンになることもある。対応可能な企業を複数社探すことで企業の緊張感も変わるはず。企業へ緊張感を持たせるための仕組みを考えてほしい。

4 価格交渉力の向上 野村委員 第58回（R4.6.8） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

予算ありきの出来レースが続く価格交渉は意味がないため、請求元も含めた価格交渉の仕方やノウハウの蓄積について検討すると同時に、随契による価格交渉の意味をしっかり考えてほ
しい。

5 入札実施回数ルール明確化 幕田委員 第58回（R4.6.8） 第61回（R5.6.14） 第66回（R7.2.6）

他社が辞退し実質的に一者応札となった入札において、入札回数が３回を超える場合、競争入札から不落随契による価格交渉へ移行するべきである。秋のレビューを踏まえた対応（自己
評価の対応方針）が生かされていない。入札回数４回目以降の考え方を整理すること。

6 価格交渉記録の検証と共有化 石田委員長、幕田委員 第58回（R4.6.8） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

価格交渉記録に具体的な経緯や手法が示されていないため、実態にあった記載を検討するとともに、価格交渉記録のデータ整理を行い契約種別毎に検証を実施し、価格交渉の実態を把握
すること。さらに価格交渉記録に関するデータは契約実務担当者への共有を図ること。

7 高落札率案件の分析 幕田委員 第58回（R4.6.8） 第65回（R6.9.25） 第66回（R7.2.6）

高落札率の改善に向けた検証として、努力が足りない案件（競争が期待できる案件）、努力が通じない案件（競争環境が整わない案件）の仕分けを行い、分野や契約種別毎に分析を行う
こと。

グレーハッチング ：２５項目：完了済
黄ハッチング ： ４項目：今回フォローアップ完了
緑ハッチング ： ５項目：フォローアップ未完了
青ハッチング ： １項目：今回対応完了
オレンジハッチング： ２項目：対応未完了



第58回以降の委員からのコメント一覧

No 指摘内容 委員 指摘回 対応完了 フォローアップ完了

8 入札条件の適用 山本委員 第58回（R4.6.8） 第60回（R5.1.27） 第63回（R6.2.28）

「原子力施設におけるXXを有していること」の条件に必ずしもこだわる必要はないのではないか。安全サイドに立てば必要であることは承知、しかし、競争性を高めるためには改善は必
要。

9 機密保持に係る契約の切り分け 野村委員 第58回（R4.6.8） 第62回（R5.9.27） 第64回（R6.6.12）

機密保持に係る契約の中にも業務の切り分けにより、競争環境が整う場合は競争入札に付すことの検討を行うべきである。

10 応札者拡大に向けた新たなアイデア 野村委員 第59回（R4.9.21） 第65回（R6.9.25）

一般的内容の契約であっても原子力に関わる契約であることが要因となり、応札者拡大になかなか結びつかない現状にある。一例として、自治体等との協力の下、新たな発想による契約
を実施するなどの検討が必要である。

11 入札条件の緩和 幕田委員 第59回（R4.9.21） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

新規参入の阻害要素となるような入札条件が結果として一者応札につながっている。透明性の確保及び応札者拡大の観点から入札条件の緩和が必要である。

12 予定価格設定の考え方 熊谷委員 第59回（R4.9.21） 第62回（R5.9.27） 第64回（R6.6.12）

材料費の高騰を見越して設定した予定価格の設定に係る考え方を整理すること。

13 参入障壁改善に向けた対応 石田委員長、関口委員 第59回（R4.9.21） 第62回（R5.9.27） 第64回（R6.6.12）

過去の実績を請求予算額（低価格）に設定せず、契約の現状を踏まえた適正な請求予算額とすることについて検討する。また、予定価格の決定に際しても実績価格を反映するかどうか十
分な検討が必要である。

14 価格交渉におけるルール明確化 山本委員、熊谷委員 第59回（R4.9.21） 第62回（R5.9.27） 第65回（R6.9.25）

随意契約における価格交渉について、交渉回数のルールを明確にするとともに、各種単価毎に交渉するなど緻密な対応が必要である。

グレーハッチング ：２５項目：完了済
黄ハッチング ： ４項目：今回フォローアップ完了
緑ハッチング ： ５項目：フォローアップ未完了
青ハッチング ： １項目：今回対応完了
オレンジハッチング： ２項目：対応未完了



第58回以降の委員からのコメント一覧

No 指摘内容 委員 指摘回 対応完了 フォローアップ完了

15 継続した作業が必要になる契約における初期段階の
工夫 石田委員長 第60回（R5.1.27） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

点検作業については、設備を導入した時点でその後の点検を実施する企業が限定されることから、発注時の工夫が必要である。

16 応札を辞退した企業へのヒアリング 関口委員 第60回（R5.1.27） 第62回（R5.9.27） 第64回（R6.6.12）

応札を辞退した企業に対し、辞退理由等についてヒアリングを実施し、今後の入札の参考にすべきである。

17 受注可能な企業の発掘 野村委員 第60回（R5.1.27） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

思い込みによる企業選定にならないよう、幅広く見積を徴取し、受注可能な企業の発掘を行うことが必要である。

18 予算の管理 野村委員、山本委員、熊谷委員 第60回（R5.1.27） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

研究の必要性や価格の妥当性について、厳格なマネジメントを行い、真に必要な予算を正確に把握すべきである。また、世間一般の相場観を確認しするなど、価格に対する感度をあげて
価格交渉に臨むべきである。

19 特命により契約する企業との価格交渉 幕田委員 第60回（R5.1.27） 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28）

特命による随意契約であっても、契約相手先が替わる可能性があることを前提として、緊張感をもった価格交渉を行うべきである。

20 作業の要否を判断する基準の設定 山本委員 第60回（R5.1.27） 第62回（R5.9.27） 第64回（R6.6.12）

頻度や時期が決まっていない分解点検等の作業について、不必要なものに国費を投じたとならないように、ある程度の基準を設けるべきである。

21 継続性のある契約における低入札 野村委員 第61回（R5.6.14） 第63回（R6.2.28） 第65回（R6.9.25）

継続性のある契約について、先行契約を受注した企業が自社に有利な調査結果等を提出できないような仕組み作りが必要である。また、応札企業の思惑を深く推察し、切り分けの是非を
慎重に判断すべきである。さらには、先行契約を安く締結できても、継続性のある一連の契約トータルで適正価格となっているか、参考見積の段階から検証が必要である。

グレーハッチング ：２５項目：完了済
黄ハッチング ： ４項目：今回フォローアップ完了
緑ハッチング ： ５項目：フォローアップ未完了
青ハッチング ： １項目：今回対応完了
オレンジハッチング： ２項目：対応未完了



第58回以降の委員からのコメント一覧

No 指摘内容 委員 指摘回 対応完了 フォローアップ完了

22 契約締結後の履行管理及び品質管理 野村委員 第62回（R5.9.27） 第63回（R6.2.28） 第66回（R7.2.6）

安値で契約を受注した企業は、他の契約とのトータルで利益計算をする可能性がある。品質を落とされた契約履行がされていないかを常時確認・評価できるように発注者側のスキルアッ
プが重要である。

23 物価上昇を契約に反映させる方法の検討 山本委員 第62回（R5.9.27） 第63回（R6.2.28） 第65回（R6.9.25）

労務費単価や材料費等の上昇が見込まれる案件について、契約金額に反映させるための方法を検討すること。

24 切り分け検証のフォローアップ及び改善 石田委員長 第62回（R5.9.27） 第65回（R6.9.25） 第66回（R7.2.6）

過去の切り分け検証を踏まえて切り分けを実施した結果、契約金額の上昇を招いたことを踏まえて、過去に切り分け検証の対象になった複数年契約の次回契約締結に際して、その分割の
是非について検討を行うこと。

25 緊急契約における契約審査委員会の役割の明文化 熊谷委員 第62回（R5.9.27） 第63回（R6.2.28） 第65回（R6.9.25）

緊急契約における契約審査委員会の役割について、マニュアル等上で明らかとされていないため、これを整理し明文化すること。

26 受注者の下請企業に対する適切な価格転嫁について 野村委員 第63回（R6.2.28） 第65回（R6.9.25） 第66回（R7.2.6）

昨今の物価上昇に伴い、機構の受注者の下請企業に対しても労務費等の適切な価格転嫁が行われているか、注意を向ける必要がある。

27 契約毎の特徴の把握 幕田委員、関口委員 第63回（R6.2.28） 第66回（R7.2.6）

契約種別ごとに価格査定のポイントが異なるという認識を持つことが必要である。単に同様の製品・サービスを提供する事業者間で金額を比較するだけではなく「他の契約種別と比べての利点は
何か」という観点からも査定を行うべきである。また、専門的な役務の提供については、世間相場や一般的な事柄を把握し、適切な履行管理と品質の確保に努めることが必要である。

28 低入札価格調査結果を踏まえた判断基準の設定検討 山本委員 第63回（R6.2.28） 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

低入札価格調査を一度行った上で、極端な場合に失格基準を設けている自治体等もあることから、低入札価格調査を踏まえた判断基準を設定することについて将来的に検討してほしい。

グレーハッチング ：２５項目：完了済
黄ハッチング ： ４項目：今回フォローアップ完了
緑ハッチング ： ５項目：フォローアップ未完了
青ハッチング ： １項目：今回対応完了
オレンジハッチング： ２項目：対応未完了



第58回以降の委員からのコメント一覧

No 指摘内容 委員 指摘回 対応完了 フォローアップ完了

29 受注先が限定的な契約の今後の対応 関口委員 第64回（R6.6.12） 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

原子力機構の契約には、特殊で専門性の高い業務を委託するものが多数あるが、それゆえ受注企業が非常に限定的になっている。今後、このような業務についてどのように向き合ってい
くのか。

30 価格交渉における企業の申し出理由の判断 野村委員 第64回（R6.6.12） 第66回（R7.2.6）

価格交渉において、交渉相手の企業が「今の金額が限界値である」と申し出る場合があるが、その申し出の妥当性判断が曖昧である。申し出の妥当性を判断した根拠があることが望まし
い。

31 参考見積の聴取に当たって留意すべきこと 幕田委員 第64回（R6.6.12） 第66回（R7.2.6）

参考見積を出してくれる社が１社しかなく、かつ同社が応札を予定していると考えられるとき、適正な予定価格を算定するための方法としてどのようなことが考えられるか。

32 競争性がなく蓋然性が高い案件の交渉方法 関口委員 第65回（R6.9.25） 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

競争性がなく蓋然性が高い案件は、先方にバーゲニングパワーがあると言える。先方からの辞退を避けるべく、交渉材料を分析することが必要である。

33 適切な評価結果を算出するための検討 野村委員、山本委員 第65回（R6.9.25） 第66回（R7.2.6）

最高点と最低点で大きな点差が生じた場合、最高点、最低点に引っ張られ、異常な数値が算出される可能性があるのではないか。総合評価落札方式の場合、技術点よりも価格点が優先さ
れていることがあり、適切な評価となっていないのではないか。このように偏向的な評価とならないよう検討すべきである。

34 特命クライテリアの適切な設定方法 熊谷委員 第65回（R6.9.25） 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

特命クライテリアについて、本質的な項目を適用すべきである。例えば、補助事業で行う案件の場合、国へ交付申請の提出・国から交付決定がなされているものであるため、特命クライテリア1（1）④「国、地方公共
団体等との取決めにより、契約の相手方が定められているもの」を適用しているが、当該事業は当該企業しか受注できない事情を踏まえて交付申請をしていることから、特命クライテリアは「当該契約を履行できる唯
一の企業」といった項目を適用させるべきである。

35 技術審査の第三者視点 関口委員 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

技術審査の際に、請求元とは全く別の部署を審査員として採用し、真に公平な審査がなされるようにすべきである。

グレーハッチング ：２５項目：完了済
黄ハッチング ： ４項目：今回フォローアップ完了
緑ハッチング ： ５項目：フォローアップ未完了
青ハッチング ： １項目：今回対応完了
オレンジハッチング： ２項目：対応未完了



第58回以降の委員からのコメント一覧

No 指摘内容 委員 指摘回 対応完了 フォローアップ完了

36 労働者派遣契約の在り方 関口委員 第66回（R7.2.6）

職員等の直接雇用者が実施すべき業務と請負や派遣に委ねる業務の整理を行い、組織全体をコントロールすること。

37 事後的な競争性の確保 野村委員、熊谷委員 第66回（R7.2.6）

他拠点や他の政府機関における同様の調達物の納入実績を確認し、事後的な競争性の確保につなげること。

グレーハッチング ：２５項目：完了済
黄ハッチング ： ４項目：今回フォローアップ完了
緑ハッチング ： ５項目：フォローアップ未完了
青ハッチング ： １項目：今回対応完了
オレンジハッチング： ２項目：対応未完了



今回フォローアップ完了とする４項目
No 指摘内容 委員 指摘回 対応完了 フォローアップ完了

28 低入札価格調査結果を踏まえた判断基準の設定検討 山本委員 第63回（R6.2.28） 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

低入札価格調査を一度行った上で、極端な場合に失格基準を設けている自治体等もあることから、低入札価格調査を踏まえた判断基準を設定することについて将来的に検討してほしい。

29 受注先が限定的な契約の今後の対応 関口委員 第64回（R6.6.12） 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

原子力機構の契約には、特殊で専門性の高い業務を委託するものが多数あるが、それゆえ受注企業が非常に限定的になっている。今後、このような業務についてどのように向き合ってい
くのか。

32 競争性がなく蓋然性が高い案件の交渉方法 関口委員 第65回（R6.9.25） 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

競争性がなく蓋然性が高い案件は、先方にバーゲニングパワーがあると言える。先方からの辞退を避けるべく、交渉材料を分析することが必要である。

34 特命クライテリアの適切な設定方法 熊谷委員 第65回（R6.9.25） 第66回（R7.2.6） 第67回（R7.6.4）

特命クライテリアについて、本質的な項目を適用すべきである。例えば、補助事業で行う案件の場合、国へ交付申請の提出・国から交付決定がなされているものであるため、特命クライテリア1（1）④「国、地方公共
団体等との取決めにより、契約の相手方が定められているもの」を適用しているが、当該事業は当該企業しか受注できない事情を踏まえて交付申請をしていることから、特命クライテリアは「当該契約を履行できる唯
一の企業」といった項目を適用させるべきである。



No 指摘内容 委員 指摘回

対応の方向性 具体的対応方法

対応完了 フォロー
アップ検討

中
対応
済

今後
検討

今後
具体
的に
展開

対応
済

10 応札者拡大に向けた新たなアイデア 野村委員 第59回
（R4.9.21）

第65回
（R6.9.25） 第68回以降

一般的内容の契約であっても原子力に関わる契約であることが要因となり、応札者拡大になかなか結びつかない現状にある。一例として、自治体等との協力の下、新たな発想による契
約を実施するなどの検討が必要である。

27 契約毎の特徴の把握 幕田委員、関口委員 第63回
（R6.2.28）

第66回
（R7.2.6） 第68回以降

契約種別ごとに価格査定のポイントが異なるという認識を持つことが必要である。単に同様の製品・サービスを提供する事業者間で金額を比較するだけではなく「他の契約種別と比べての利点
は何か」という観点からも査定を行うべきである。また、専門的な役務の提供については、世間相場や一般的な事柄を把握し、適切な履行管理と品質の確保に努めることが必要である。

30 価格交渉における企業の申し出理由の判断 野村委員 第64回
（R6.6.12）

第66回
（R7.2.6） 第68回以降

価格交渉において、交渉相手の企業が「今の金額が限界値である」と申し出る場合があるが、その申し出の妥当性判断が曖昧である。申し出の妥当性を判断した根拠があることが望ま
しい。

31 参考見積の聴取に当たって留意すべきこと 幕田委員 第64回
（R6.6.12）

第66回
（R7.2.6） 第68回以降

参考見積を出してくれる社が１社しかなく、かつ同社が応札を予定していると考えられるとき、適正な予定価格を算定するための方法としてどのようなことが考えられるか。

33 適切な評価結果を算出するための検討 野村委員、山本委員 第65回
（R6.9.25）

第66回
（R7.2.6） 第68回以降

最高点と最低点で大きな点差が生じた場合、最高点、最低点に引っ張られ、異常な数値が算出される可能性があるのではないか。総合評価落札方式の場合、技術点よりも価格点が優先
されていることがあり、適切な評価となっていないのではないか。このように偏向的な評価とならないよう検討すべきである。

フォローアップ未完了な５項目の対応状況 グレー矢印：前回までの進捗
赤矢印 ：今回の進捗



今回対応完了とする１項目
No 指摘内容 委員 指摘回

35 技術審査の第三者視点 関口委員 第66回（R7.2.6）

技術審査の際に、請求元とは全く別の部署を審査員として採用し、真に公平な審査がなされるようにすべきである。



No 指摘内容 委員 指摘回

対応の方向性 具体的対応方法

対応完了
検討
中

対応
済

今後
検討

今後
具体
的に
展開

対応
済

36 労働者派遣契約の在り方 関口委員 第66回
（R7.2.6） 第68回以降

職員等の直接雇用者が実施すべき業務と請負や派遣に委ねる業務の整理を行い、組織全体をコントロールすること。

37 事後的な競争性の確保 野村委員、熊谷委員 第66回
（R7.2.6） 第68回以降

他拠点や他の政府機関における同様の調達物の納入実績を確認し、事後的な競争性の確保につなげること。

グレー矢印：前回までの進捗
赤矢印 ：今回の進捗対応未完了な２項目の対応状況
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